
旭川市随意契約の見直し計画調査結果（H20.6.1～H21.5.31）

１ 随意契約の状況調査

「 」，平成18年度に締結した随意契約について 競争入札に付することがなぜできないのか

「真に随意契約の要件に該当するのか」の視点で見直し，随意契約の要件に該当するもの

を除き，競争入札等に移行する計画を立て平成20年６月から実施しました。

随意契約見直し計画で競争入札に移行するものが計画どおりになっているか，引き続き

随意契約を行うものは「旭川市随意契約ガイドライン」の基準に合致しているか，また，

平成20・21年度で新たに随意契約を実施した契約についても状況を調査しました。

２ 競争性のある入札等への移行はほぼ計画どおり

競争性のある入札等への移行（競争入札，企画競争等）については見直し計画で142件

に対して調査で139件とほぼ計画どおりです。

３ 一者特命随意契約は計画以上に見直しました

随意契約のうち一者特命随意契約については，平成18年度実績で613件(90%)から，見直

し計画で379件(56%)となり，さらに平成20・21年実績で280件(41%)と計画以上に見直しま

した。

また新規の契約では一者特命随意契約は153件契約し，合計で433件となっています。

４ 一者特命随意契約の該当要件の主なもの

・他の者が有しない専門的な知識，特殊な技術等を必要とするもの

計画＝ 55件 新規＝ 15件

・委託先が法令で定められている，又は法令により委託方法等が定められているもの

計画＝ 53件 新規＝ 8件

・機器の保守点検，修理又は設置において，特殊な装置，部品等を要するもの

計画＝ 28件 新規＝ 40件

・複数の条件を満たす者が一者に特定されるもの 計画＝ 28件 新規＝ 13件

・既存のシステム等の機能を損なうことなく契約の目的を達成するためには，契約の相

手方が特定されるもの 計画＝ 22件 新規＝ 15件

・緊急の必要により入札に付することが出来ない（修繕において） 新規＝ 20件

・特許権，著作権その他の者が有しない排他的権利の使用を必要とするもの

計画＝ 18件 新規＝ 8件

・不動産の借り上げ等，契約の対象となる場所が特定されるために契約の相手方が特定

されるもの 計画＝ 16件 新規＝ 9件

５ 今後の取組

一定額以上の随意契約については，引き続き契約の相手方，契約金額，随意契約にする

こととした根拠条項，一者特命の随意契約とした理由，その他必要とした事項についてホ

ームページで公表します。

また，今後とも一者特命の随意契約をするときは，真に随意契約の要件に該当するのか

を選考委員会に諮ることとします。



・ 随意契約を件数で比較した状況

平成１８年実績 見直し計画 平成２１年度調査結果（集計）

競争性のある随意契約 事務・事業を取りやめたもの 見直し計画以降に取りやめたもの

６６件(10%) １５８件（２３％） 59件(9%)

664,448,217円 636,342,575円（10％）

(11%) うち修繕料　47件　73,691,730円

事務・事業を取りやめたもの（当初計画）

158件(23%)

長期継続契約等　43件(6%)

競争入札へ移行

競争入札           58件（9%）

８４件(12％) 　279,440,205円（5%）

360,024,492円(6％) 一般競争入札  2件 38,903,103円

指名競争入札 56件　240,537,102円

一者特命随意契約 うち修繕料　1件　735,000円

６１３件(90%)

5,677,282,699円
(89%)

企画競争等
81件（12%）

企画競争等  1,252,780,635円（22%）

新規の企画競争等
５８件(9％) 30件（16%）

592,044,877円(8％)  98,090,272円（12%）

一者特命随意契約

３７９件(56％)
4,753,318,972円(75％)

一者特命随意契約

280件（41%）
うち修繕料　 3件　3,139,500円 4,141,531,158円（73%）

新規の一者特命随意契約

153件（84%）
689,551,737円（88%）

うち修繕料　55件

77,770,905円

合計　　　　　　　　679件 合計　　　　　　　　679件 合計件数　　　　　679件 新規契約の合計

6,341,730,916円 6,341,730,916円 契約件数の合計 183件

419件（5,673,751,998円） 787,642,009円
　　うち一者特命随意契約

280件（4,141,531,158円）

平成２０・２１年の
新規契約分

（他の事業に統合のため契約なし
15件）
（長期継続契約等のため調査日以
降に契約予定　28件）

（計画作成時は677件であったが
２件漏れていたため679件になっ
た）

（随意契約ガイドライン内訳）

１．少額契約　　　　　        6件
２．競争入札に適さない 238件
３．特定随意契約　　 　     9件
５．競争入札が不利　 　  10件
６．著しく有利な価格　　   7件
経過措置　　　　　　　　　   3件
適用外　　　　　　　　　　　  7件
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